
タイ向け輸出食品
認定施設の英文証明書の有効期限を延長するための定期確認申請について
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１．認定施設の定期確認（英文証明書の有効期限の延長）
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タイ向け輸出食品を取り扱う認定施設に対して発行する英文証明書の有効期間は、認定日より３年間

です。認定施設責任者は、有効期間の満了日の２か月前から１か月前（閉庁日に当たる場合は翌開庁

日）までに必要書類を認定施設が所在する都道府県を管轄する地方農政局等に提出し、３年ごとに定

期確認を受けて下さい。

定期確認の結果、問題がない施設については、英文証明書の有効期限を延長します。なお、延長後の

有効期間は、定期確認の審査が完了した日から起算します。

7.21

例：有効期限が2024年9月21日、審査が2024年7月24日に完了した場合

申請日
7.22

有効期限
2024.9.218.21

延長後の有効期限
2027.7.24

延長後の有効期間（３年間）

完了日
7.24

定期確認の申請期間
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◆ タイ向け輸出食品認定施設の定期確認申請書（別紙様式４）

◆ 以下に掲げる認定要件を確認するための書類

ア 食品衛生法（昭和22年法律第233号）に基づく営業許可を有し、又は営業届出を

行っている施設

イ 条例等に基づき、食品製造等の営業許可を有し、又は営業に係る届出等を行って

いる施設

ウ 食品衛生監視員による監視指導の結果、一定程度の衛生管理が実施されているこ

とが食品衛生監視票等の書類で確認可能な施設

エ 都道府県等が策定したGAP等に基づき、「タイ向け輸出食品の取扱要綱」別添１

に定める衛生管理又はそれと同等の衛生管理が実施されていることについて、都道

府県等が策定した第三者が確認する仕組みのもと、認定書等の書類で確認可能な選

別・梱包施設

◆ 委任状（別添（様式４関連））※申請者が認定施設責任者と異なる場合

提出書類

提出方法 輸出証明書発給システム、書面等（申請方法はP6以降をご確認ください）

認定施設責任者は、有効期間の満了日の２か月前から１か月前（閉庁日に当たる場合は翌開庁日）

までに以下の書類を認定施設が所在する都道府県を管轄する地方農政局等（別表参照）に提出して

下さい。

農林水産省HP 輸出・国際＞証明書や施設認定の申請＞アジア
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/yusyutu_shinsei_asia.html#thailand_GMP

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/yusyutu_shinsei_asia.html#thailand_GMP


（別表）地方農政局等一覧
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管轄する都道府県 申請先 所在地 電話番号

北海道 北海道農政事務所
生産経営産業部事業支援課

〒064-8518
北海道札幌市中央区南22条西6丁目2-
22

011-350-7661

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、
山形県、福島県

東北農政局
経営・事業支援部輸出促進課

〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町3-3-1
（仙台合同庁舎A棟）

022-221-6402

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、
千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、
長野県、静岡県

関東農政局
経営・事業支援部輸出促進課

〒330-9722
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1
（さいたま新都心合同庁舎2号館）

048-740-0111

新潟県、富山県、石川県、福井県 北陸農政局
経営・事業支援部輸出促進課

〒920-8566
石川県金沢市広坂2-2-60
（金沢広坂合同庁舎）

076-232-4233

岐阜県、愛知県、三重県 東海農政局
経営・事業支援部輸出促進課

〒460-8516
愛知県名古屋市中区三の丸1-2-2

052-715-3073

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、
奈良県、和歌山県

近畿農政局
経営・事業支援部輸出促進課

〒602-8054
京都府京都市上京区西洞院通下長者
町下ル丁子風呂町
（京都農林水産総合庁舎）

075-414-9101

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、
山口県、徳島県、香川県、愛媛県、
高知県

中国四国農政局
経営・事業支援部輸出促進課

〒700-8532
岡山県岡山市北区下石井1-4-1
（岡山第2合同庁舎）

086-230-4246

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、
大分県、宮崎県、鹿児島県

九州農政局
経営・事業支援部輸出促進課

〒860-8527
熊本県熊本市西区春日2-10-1
（熊本地方合同庁舎）

096-300-6199

沖縄県 内閣府沖縄総合事務局
農林水産部食料産業課

〒900-0006
沖縄県那覇市おもろまち2丁目1-1
（那覇第2地方合同庁舎2号館）

098-866-1673



２．輸出証明書発給システムによる申請方法
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輸出証明書発給システムより施設認定の申請をした方は、「認定後変更」より定期確認申請

を行います。P6～P15に記載されている手順に沿って申請手続きを進めて下さい。

※輸出証明書発給システム以外の方法で施設認定の申請をした方は、P16をご確認ください。

①メインメニューの「施設認定」→「施設認定申請状況検索」をクリックします。
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②「認定国・品目」を「タイ・食品」と設定し、「状況」の「完了」に☑を入れて検索して下

さい。登録済みの施設情報が出てきたら、「認定後変更」をクリックします。
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③「変更理由」の欄に認定番号及び「定期確認申請」と記入して下さい。

また、「施設情報」から「輸出食品」までの項目に記載されている情報に変更がある場合は、

該当箇所を修正するとともに、変更内容を備考欄に記入し、「変更」をクリックします。
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④確認画面が出てくるので、情報に誤りがないか確認し、問題なければ「変更」をクリック

して下さい。
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⑤「施設認定申請状況検索」をクリックし、「状況」の「申請前」に☑を入れて検索して下さ

い。
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⑥別添資料の「登録」→「ファイルの選択」をクリックし、認定要件を確認するための書類を

選択します。
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⑦「追加」→画面上部の「OK」→「アップロード」の順にクリックします。

①

②

③
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⑧アップロードに成功していることを確認し、「登録」→「OK」をクリックします。
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⑨施設認定申請状況一覧画面に戻るので、申請したい情報が選択されていることを確認し、

「申請」をクリックします。
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⑩プルダウンから出てくる地方農政局を選択し、「確認」をクリックします。

確認画面が出てくるので、情報に誤りがないか確認し、問題なければ「申請」をクリックし

て下さい。

以上で申請完了です。



３．書面による申請方法
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輸出証明書発給システム以外の方法で施設認定の申請をした方は、別紙様式４の定期確認申請書

に必要事項を記入し、認定要件を確認するための書類と併せて、認定施設が所在する都道府県を

管轄する地方農政局等へ提出して下さい。

【記載例】
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